
 

ネットカフェの閉鎖によりホテルに宿泊されていた皆様への  

対応について 

 

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言時に、宿泊先を喪失

してしまったネットカフェ生活者へのホテル宿泊事業期間が延長さ

れたことを、適切にお伝えしないまま、多くの方に退出していただい

てしまっていました。ご利用者の皆様に対して、寄り添った対応が出

来ていなかったことを、率直にお詫び申し上げます。 

また、この件につきまして、区民の皆様にも大変ご心配をおかけい

たしました。 

現在、ご連絡先の把握できている方には福祉事務所より、引き続き

ホテルを利用できる旨をご案内させていただいていますが、６月１日

以降、１４日までで宿泊できなかった期間の宿泊料相当（１泊 3500

円）を、支給させていただくことといたします。 

本事業は東京都との連携事業ですが、制度の趣旨を鑑みて、適切に

支援事業が執行されるよう、再発防止に取り組んでまいります。 

この度は、困窮された方への配慮が至らず、申し訳ありませんでし

た。 

 

令和２年６月９日 

新宿区長 吉住健一 


